
 

沖縄セルラー電話 防災業務計画 
 

 

第１章 総 則 

 

第１条（計画の目的）  

この計画は、災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号）第３９条第１項、南海トラフ地震に

係る地震防災対策の推進に関する特別措置法（平成１４年法律第９２号）第５条の規定に基づき、

沖縄セルラー電話株式会社（以下「会社」という。）が防災に関してとるべき措置を定め、もって

円滑かつ適切な災害対策の遂行に資することを目的とする。 

  

第２条（防災業務実施の方針）  

この計画の実施にあたっては、災害時においても会社が提供する電気通信役務（以下「通信」と

いう。）を確保できるよう、網制御設備及び交換設備等の分散化、伝送路の多ルート化、経路分散

等を進め、通信に係る局舎及び電気通信設備（以下「通信設備等」という。）の耐災害性を強める

とともに、関係機関と密接な連絡調整を行い、災害が発生した場合には、別に定める災害対策本部

等の各組織の機能を最大限に発揮して通信の疎通確保と施設の早期復旧に務めるものとする。  

 

第３条（定義） 

   この規程における用語の定義は、次の各号に定めるとおりとする。 

(１）防災業務計画：「災害対策基本法」第３９条第１項に基づき作成したものをいう。 

(２）南海トラフ地震の防災対策推進地域に係る地震防災推進計画：「南海トラフ地震に係る地震防

災対策の推進に関する特別措置法」第５条第１項に基づき定めるものをいう。 

(３）南海トラフ地震防災対策推進地域に指定された地域：「南海トラフ地震に係る地震防災対策の

推進に関する特別措置法」第３条に基づき、指定されたものをいう。 

(４）災害：災害対策基本法第２条第１号に定めるものをいう。 

(５）防災：災害対策基本法第２条第２号に定めるものをいう。 

(６）重要通信：電気通信事業法第８条第１項に定める事項を内容とする通信をいう。 

(７）災害応急対策：「災害対策基本法」第５０条第１項に定める事項を内容とする対策をいう。 

(８）指定行政機関：「災害対策基本法」第２条第３号に定めるものをいう。 

(９）指定地方行政機関：「災害対策基本法」第２条第４号に定めるものをいう。 

(１０）関係公共機関：「災害対策基本法」第２条第５号及び第６号に定める指定公共機関及び指定

地方公共機関をいう。 

 

第２章 災害予防 

 

第４条（防災に関する関係機関との連絡調整）  

災害に際して、防災業務が円滑かつ効率的に行われるよう平素から次のとおり関係機関と密接な

連絡調整を行うものとする。  

（１）本社においては、沖縄県並びに関係地方公共団体等と防災に係る計画に関して連絡調整を図る。  

（２）各事業所においては、必要に応じて当該地域における関係地方行政機関及び関係地方公共団体等

と防災に係る計画に関して連絡調整を図る。  

 

第５条（通信設備等に対する防災設計）  

災害発生時において通信を確保、または通信設備等を迅速に復旧するため、予想される災害の種

類、規模等について十分調査し、これに対する耐災害性を考慮して通信設備等の防災設計を行うも

のとする。その際、地方公共団体の庁舎等の重要拠点の通信確保に配慮するものとする。また、主

要な通信設備等については予備電源を設置する。  

 

第６条（通信網等の整備）  

災害時においても通信の不通又は極端な疎通低下を防止するため、次により通信網の整備を行う

ものとする。  



（１）網制御・交換設備及びその付帯設備の分散設置を図る。  

（２）伝送路については、所要の信頼性を維持するため、海底ケーブル、陸上光ケーブル、通信衛星等

により可能な限り多ルート化を図る。  

 

第７条（災害対策用機器、車両等の配備）  

災害発生時において通信を確保、又は通信設備等を迅速に復旧するため、緊急連絡用設備、代替

回線又は臨時回線の設定に必要な通信機器、運搬用車両その他防災用機器等を配備するものとす

る。 

  

第８条（災害時における通信の疎通計画）  

災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、重要な通信（電気通信事業法（昭和５

９年法律第８６号）第８条第１項及び電気通信事業法施行規則（昭和60年郵政省令第２５号）第５

５条に規定する通信。以下同じ。）の確保を図るため、通信の疎通、施設の応急復旧等に関する緊

急疎通措置、緊急復旧措置等に関する計画を作成し、現在に則して適宜実施するものとする。  

 

第９条（社員の動員計画） 

災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、通信の疎通又は応急復旧に必要な社員

の動員を円滑に行うため、社員の非常招集、非常配置等について、あらかじめその措置方法を定め

ておくものとする。 

 

第１０条（社外関係機関に対する応援又は協力の要請）  

災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、社外関係機関に対し、応援の要請又は

協力を求める必要があることを想定し、応援要員の派遣、燃料、食糧等の特別支給、交通規制の特

別解除、資材等の輸送援助、通信用電源の確保等について、あらかじめその措置方法を定めておく

ものとする。  

 

第１１条（防災に関する教育、訓練）  

災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、社員の安全の確保を図るとともに関係

社員が迅速かつ適切な防災業務を遂行できるよう、必要な教育を実施し、防災に関する知識の普及

及び向上を図るものとする。  

２．防災業務を円滑かつ適切に実施するため、災害発生に係わる情報の収集･伝達、災害対策本部等

の設置、非常召集･参集、災害時における通信の疎通確保、電気通信設備等の災害応急復旧、災害

対策用機器の操作、消防･水防、避難･救護等に関する防災訓練を毎年１回は実施するとともに、防

災体制の見直しと必要な改善を図るものとする。  

３．訓練の実施に当たっては、被害想定や実施時間を工夫するなど実践的なものとなるよう努めると

ともに、沖縄県、関係地方公共団体等が実施する総合防災訓練に参加する等これら機関との連携も

考慮して行うものとする。 

 

第１２条（災害用伝言板サービス等の提供） 

地震等の災害発生により著しく通信ふくそうが発生、又は発生するおそれがある場合には、安否

等の情報を円滑に伝達できる災害用伝言板サービス等を速やかに提供するとともに、テレビ・ラジ

オ等の報道機関を通じて周知に努める。 

２．災害用伝言板サービス等は定期的に体験サービスを提供するなど、安否確認手段の啓発に努め

る。 

  

第３章 災害応急対策 

 

第１３条（情報の収集及び連絡）  

災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、通信の疎通を確保し、又は被災した通信設備

等を迅速に復旧するため、次により情報の収集及び連絡を行うものとする。  

（１）災害の規模、気象等の状況、通信設備等の被災状況等について情報を収集し、社内関係部署間相

互の連絡を行う。  

（２）必要に応じて第４条（１）に定める社外関係機関と災害応急対策等に関する連絡を行う。  



 

第１４条（準備警戒）  

災害予報が発せられた場合等において、通信の疎通に重大な支障を及ぼす事態が予想される場合

は、その状況に応じ緊急連絡用設備等の運用に必要な措置、異常事態の発生に備えた監視要員の配

置、防災上必要な要員の待機、災害対策用機器の点検と出動準備、電源設備に対する必要な措置、

伝送路の代替設定の準備等の準備警戒措置をとるものとする。また、工事中の設備に対して、原

則、工事を中断するとともに安全措置を講ずるものとする。  

 

第１５条（防災に関する組織）  

災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において必要があると認めるときは、別に定める

ところにより社内に災害対策本部等を設置する。  

２．災害対策本部等は、災害に際し、被害状況、通信の疎通状況等の情報連絡、通信の疎通確保、設

備の復旧、広報活動その他の災害対策に関する業務を行う。  

 

第１６条（通信の非常疎通措置）  

災害に際し、通信の疎通に重大な支障を及ぼす事態が生じたときは、臨時回線の設定、災害対策

用設備等の運用等により臨機の措置をとるとともに関係電気通信事業者に必要な協力を要請し、重

要な通信の確保を図るものとする。  

２．通信の疎通が著しく困難となり、重要な通信を確保するため必要があるときは、電気通信事業法

第８条第２項及び電気通信事業法施行規則第５６条の定めるところにより、利用制限等の措置をと

るものとする。  

 

第１７条（設備の応急復旧）  

被災した通信設備等の応急復旧工事は、他の一般の諸工事に優先して、速やかに実施するものと

する。 

 

第４章 災害復旧 

 

第１８条（設備の復旧）  

被災した通信設備等の復旧工事は、応急復旧工事終了後、速やかに被害の原因を調査分析し、そ

の結果に基づいて必要な改良事項を組み入れて設計し、実施するものとする。  

 

第５章 地震防災推進計画 

 

第１９条（南海トラフ地震の防災対策推進地域に係る地震防災推進計画）  

会社は、南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法の定めるところにより、

南海トラフ地震防災対策推進地域に指定された地域（以下この条において「推進地域」という。）

における地震防災に関し、次の措置をとるものとする。  

（１） 南海トラフ地震に関連する情報等の伝達経路等の設定 

気象庁が発表する南海トラフ地震臨時情報、南海トラフ地震関連解説情報に関する情報等（以下

「南海トラフ関連情報」という。）を、災害対策上、必要な部署､関連する人に対して、その内

容を正確かつ迅速に伝達できるよう、情報の伝達経路及び伝達方法をあらかじめ定めておく。 

（２）地震防災応急対策  

ア 地震予知情報等の伝達  

地震予知情報、地震注意情報、地震に関連する調査情報、地震防災応急対策をとるべき旨の通知

その他これらに関連する情報（以下「地震予知情報等」という。）については、別に定めるところ

により一元的に収集し、伝達する。  

イ 災害対策本部等の設置  

地震注意情報が発せられ、地震防災応急対策を事前に実施する必要があると認めたときは、災害

対策本部等を設置する。  

ウ 地震予知情報等が発せられた場合における通信の業務  

会社は、地震予知情報等が発せられた場合であっても、原則として平常時と同様に通信に係る業

務を行うものとする。ただし、通信の疎通状況等を監視し、著しいふくそう等が予想される場合



は、重要な通信を確保するため、第１６条第２項に定めるところにより、利用制限等臨機の措置を

とるものとする。  

エ 災害対策用機器、設備、車両等の配備  

地震災害が発生した場合に必要と認められる災害対策用機器、設備、車両等を事前に配備してお

くものとする。  

オ 局舎、設備等の点検  

地震注意情報が発せられた場合、局舎、重要な通信設備等について巡視し、必要な点検を行う 

ものとする。  

カ 社員等の安全確保  

地震注意情報が発せられた場合、社内事業所にいる部外者及び所属する社員等の安全確保のため

の措置をとるとともに、南海トラフ関連情報等が確実に伝達できるよう十分留意するものとする。  

キ 地震防災応急対策の実施準備  

地震注意情報が発せられた場合、地震防災応急対策の実施に係わる必要な準備を行うこととす

る。  

（３）地震防災に関する知識の普及及び訓練  

ア 地震防災上必要な知識の普及  

地震防災応急対策に関与する社員等に対し、地震の予知、予想される地震及び津波の規模、地震

予知情報等の性格及びこれに基づきとられる措置内容、並びに地震防災応急対策等に関する知識の

普及を図るものとする。  

イ 地震防災訓練  

大規模地震を想定し、地震防災応急対策に必要な地震予知情報等の伝達、社員の安否確認および

避難・救護、通信の疎通確保、通信設備の応急復旧、ならびに沖縄県や関係地方公共団体等との連

携等に関する訓練を毎年１回以上実施し、必要な防災体制の見直しを行うものとする。 

 

 

付則 

この計画は、令和５年４月１日から実施する。  

この計画の改正は、令和８年２月１日から実施する。 


